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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体の乗員から検出される生体信号に基づき、前記乗員の状態を表す生体情報を、指
定された生成条件に従って生成する生体情報生成手段と、
　前記生体情報生成手段で生成された生体情報を、医療機関に設置された情報処理装置に
送信する情報送信手段と、
　前記乗員が患者として医療行為を受けた医療機関にて生成された前記医療行為に関する
情報である医療情報を取得する医療情報取得手段と、
　前記医療情報取得手段で取得した医療情報に基づいて、前記生成条件を設定する生成条
件設定手段と
　を備え、
　前記医療情報取得手段が取得する医療情報には、前記医療機関の予約日時が含まれてお
り、
　前記生成条件設定手段は、
　前記予約日時が近づくほど、前記生体情報の生成回数を増加させるように前記生成条件
を設定する
　ことを特徴とする生体情報生成装置。
【請求項２】
　前記医療情報取得手段が取得する医療情報には、治療を行う時刻である治療時刻が含ま
れており、
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　前記生成条件設定手段は、
　前記治療時刻に従って設定される前記生体信号の検出タイミングを前記生成条件とする
ことを特徴とする請求項１に記載の生体情報生成装置。
【請求項３】
　前記治療とは、
　前記乗員が薬を服用すること、前記乗員が前記医療機関で診断を受けたこと、前記乗員
が前記医療機関で処置を受けたことのうち、少なくとも一つであることを特徴とする請求
項２に記載の生体情報生成装置。
【請求項４】
　前記検出タイミングは、
　前記治療時刻よりも前、及び前記治療時刻より後の少なくとも一方での一定期間の間、
予め規定された規定間隔毎であることを特徴とする請求項２または請求項３に記載の生体
情報生成装置。
【請求項５】
　前記生体情報生成手段で生成された生体情報を、記憶部に蓄積する生体情報蓄積制御手
段と、
　前記記憶部に記憶され、かつ異なるタイミングで前記生体情報生成手段で生成された生
体情報から、それらの生体情報の変化量を導出し、その導出した変化量に基づいて、前記
乗員の状況を判定する状況判定手段と
を備え、
　前記情報送信手段は、
　前記生体情報に、前記状況判定手段での判定結果を加えることを特徴とする請求項４に
記載の生体情報生成装置。
【請求項６】
　前記状況判定手段は、
　前記変化量が、設定された判定基準値以上であるか否かを判定することで、前記乗員の
体調を前記乗員の状況として判定する体調判定手段からなることを特徴とする請求項５に
記載の生体情報生成装置。
【請求項７】
　前記医療情報取得手段が取得する医療情報には、前記乗員毎に設定される基準値が含ま
れており、
　前記体調判定手段は、
　前記医療情報に含まれる基準値を、前記判定基準値として設定する基準値設定手段を備
えることを特徴とする請求項６に記載の生体情報生成装置。
【請求項８】
　前記体調判定手段での判定結果を前記乗員に報知する第一報知手段を備えることを特徴
とする請求項６または請求項７に記載の生体情報生成装置。
【請求項９】
　前記状況判定手段は、
　前記治療が実行された時に変化すべき生体情報の変動量を基準変動量とし、前記変化量
が前記基準変動量以上であるか否かを判定することで、前記治療が実行されたか否かを、
前記乗員の状況として判定する治療実行判定手段からなることを特徴とする請求項５ない
し請求項８のいずれかに記載の生体情報生成装置。
【請求項１０】
　前記治療実行判定手段での判定の結果、前記治療が実行されていない場合、前記治療を
実行するように促す旨を前記乗員に報知する第二報知手段を備えることを特徴とする請求
項９に記載の生体情報生成装置。
【請求項１１】
　前記乗員の行動状況を表す行動情報を取得し、その行動情報に基づいて前記乗員の活動
内容を推定する活動推定手段と、
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　前記活動推定手段で推定した活動内容が実行された時に前記乗員に及ぼす負担を表す負
担情報を生成する負担情報生成手段と
　を備え、
　前記情報送信手段は、
　前記負担情報生成手段で生成された負担情報を、前記生体情報に加えることを特徴とす
る請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載の生体情報生成装置。
【請求項１２】
　前記活動推定手段が取得する行動情報は、前記乗員が活動内容を行っていた活動時間を
含み、
　前記負担情報生成手段は、
　前記活動時間と、前記活動内容毎に予め設定された係数との積を前記負担情報として生
成することを特徴とする請求項１１に記載の生体情報生成装置。
【請求項１３】
　前記係数は、
　前記乗員に加わるストレスを前記負担情報として導出するためのストレス係数、及び前
記乗員の肉体に加わる負荷を前記負担情報として導出するための負荷係数の少なくとも二
種類以上であることを特徴とする請求項１２に記載の生体情報生成装置。
【請求項１４】
　前記医療情報取得手段は、
　前記医療機関との間の無線通信、もしくはデータを記憶可能な記憶媒体を介して、前記
医療情報を取得することを特徴とする請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載の生体
情報生成装置。
【請求項１５】
　前記生体情報生成手段は、
　前記乗員の血圧、脈波、心電、心拍数、血管硬さ、血糖値、体温のうち、少なくとも一
つを前記生体情報として生成することを特徴をする請求項１ないし請求項１４のいずれか
に記載の生体情報生成装置。
【請求項１６】
　請求項１ないし請求項１５のいずれかに記載の生体情報生成装置と、医療機関に設置さ
れた情報処理装置とからなり、前記生体情報を管理する生体情報管理システムであって、
　前記情報処理装置は、
　外部からの入力に従って、前記情報送信手段により送信された生体情報に基づく医療行
為の結果を医療行為情報として生成する医療行為情報生成手段を備え、
　前記生体情報生成装置は、
　前記医療行為情報生成手段で生成された医療行為情報を取得する医療行為情報取得手段
と、
　前記医療行為情報を前記乗員に報知する医療行為報知手段と
　を備えることを特徴とする生体情報管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報を生成する生体情報生成装置、及びその生体情報生成装置で生成し
た生体情報を管理する生体情報管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両を運転する運転者の心拍数や血圧を生体情報として取得し、その取得し
た生体情報に基づいて、運転者の体調を判定する体調判定装置が知られている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００３】
　この種の体調判定装置の中には、取得した生体情報そのものや、運転者の体調の判定結
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果を、医療機関に設置された情報処理装置に送信して、車両内で取得した生体情報や体調
の判定結果を医療行為に用いるようになされたものが提案されている。
【０００４】
　このように、車両内で取得した生体情報や体調の判定結果を医療行為に用いるための体
調判定装置では、生体情報を取得するタイミングとして、運転者が着座した後、運転が開
始されるまでの期間内（例えば、特許文献２参照）や、通勤経路の走行中（例えば、特許
文献３参照）が挙げられている。
【特許文献１】特開２００４－２４２９４５号公報
【特許文献２】特開２００５－１６８９０８号公報
【特許文献３】特開２００６－３０２２０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このため、従来の体調判定装置から、医療機関に設置された情報処理装置に収集される
生体情報は、予め規定されたタイミングのみで取得されたものとなる。これにより、医師
等の医療関係者は、生体情報を取得した時の状況の一つとして、その生体情報を取得した
タイミングについては把握可能であるものの、例えば、運転前に薬を服用している可能性
や、運転前に運動していた可能性等の使用者の行動を把握することはできなかった。
【０００６】
　したがって、従来の体調判定装置によって取得された生体情報は、その取得したタイミ
ング以外の状況が不明確であり、医療機関に設置された情報処理装置に収集されたとして
も、それらの収集された生体情報等に基づいて、医療行為を正確に行うことが困難である
という問題があった。
【０００７】
　つまり、従来の体調判定装置では、使用者一人一人の状況に応じた生体情報の取得が行
われていないという問題があった。
　そこで、本発明は、生体情報を生成可能な装置において、使用者一人一人の状況に応じ
た生体情報を生成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明の生体情報取得装置は、生体情報生成手段が
、移動体の乗員から検出される生体信号に基づき、乗員の状態を表す生体情報を、指定さ
れた生成条件に従って生成し、情報送信手段が、生体情報生成手段で生成された生体情報
を、医療機関に設置された情報処理装置に送信する。そして、医療情報取得手段が、乗員
が患者として医療行為を受けた医療機関にて生成された医療行為に関する情報である医療
情報を取得すると共に、生成条件設定手段が、医療情報取得手段で取得した医療情報に基
づいて、生成条件を設定するように構成されている。
【０００９】
　つまり、本発明の装置では、乗員毎に生成される医療情報に基づく生成条件を設定し、
その設定された生成条件に従って生成される生体情報を医療機関に設置された情報処理装
置に送信する。
【００１０】
　したがって、本発明の装置によれば、医療行為を行う人（以下、医療関係者とする）が
望む生体情報を乗員一人一人の状況に応じて生成することができ、さらに、医療機関に設
置された情報処理装置に、医療関係者が望む生体情報を収集することができる。
【００１１】
　この結果、本発明の装置によれば、医療行為（例えば、診察等）の正確性を向上させる
ことができる。
　なお、ここで言う生体情報とは、生体信号そのものでも良いし、生体信号を解析するこ
とで生成されるものでも良い。
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【００１２】
　また、医療情報に、医療機関の予約日時が含まれている場合、本発明における生成条件
設定手段は、予約日時が近づくほど、生体情報の生成回数を増加させるように生成条件を
設定するように構成されていても良い。
【００１３】
　このように構成された生成条件設定手段を備えた本発明の装置によれば、乗員が、医療
機関にて医療行為を受ける日時が近づくほど、より多くの生体情報を生成するため、医療
関係者の判断材料を増やすことができ、医療行為をより正確に行うことができる。
【００１４】
　また、医療情報に、治療を行う時刻である治療時刻が含まれている場合、本発明におけ
る生成条件設定手段は、治療時刻に従って設定される生体信号の検出タイミングを生成条
件とするように構成されていても良い。
【００１５】
　このように構成された生成条件設定手段を備えた本発明の装置によれば、治療時刻に従
って設定される生体信号の検出タイミングを生成条件とするため、医療関係者が望むタイ
ミングで生成された生体情報を医療機関に設置された情報処理装置に送信できる。
【００１６】
　つまり、本発明の装置では、例えば、医療情報に含まれる治療時刻が降圧剤の服用時刻
であり、生体情報が血圧であるような場合、降圧剤の服用時刻に従ったタイミング（例え
ば、服用時刻から規定時間後）での乗員の血圧を医療機関へと送信する。したがって、医
療関係者が望むタイミングで計測（生成）された血圧を情報処理装置に収集でき、この結
果、医療関係者は、降圧剤の効果を検証し、以降の医療行為に反映することができる。
【００１７】
　なお、ここで言う「検出タイミング」とは、治療時刻から予め規定された規定時間が経
過した時点であっても良いし、治療時刻まで規定時間である時点であっても良いし、それ
らの両方であっても良い。
【００１８】
　ところで、本発明の生体情報生成装置において、治療とは、乗員が薬を服用すること、
乗員が医療機関で診断を受けたこと、乗員が医療機関で処置を受けたことのうち、少なく
とも一つであることが望ましく、治療時刻とは、薬の服用時刻や、医療機関にて診断もし
くは処置を受けた時刻であることが望ましい。
【００１９】
　この他の治療としては、食事制限の指示や、リハビリのための運動の実行等が考えられ
る。
　なお、ここで言う処置とは、点滴の投与、薬の投与、各種検査（例えば、バリウムを飲
用してのレントゲン検査や、眼底検査等）を含むものであり、移動体の操縦に影響を及ぼ
す可能性のあるものである。
【００２０】
　さらに、本発明の生体情報生成装置での検出タイミングは、治療時刻よりも前、及び治
療時刻より後の少なくとも一方での一定期間の間、予め規定された規定間隔毎となるよう
に設定されたものでも良い。
【００２１】
　そして、このような本発明の生体情報生成装置は、生体情報蓄積制御手段が、生体情報
生成手段で生成された生体情報を、記憶部に蓄積し、状況判定手段が、記憶部に記憶され
、かつ異なるタイミングで生成された生体情報から、それらの生体情報の変化量を導出し
、その導出した変化量に基づいて、乗員の状況を判定する。これと共に、情報送信手段が
、生体情報に、状況判定手段での判定結果を加えるように構成されていても良い。
【００２２】
　このように構成された本発明の装置によれば、変化量に基づいて乗員の状況を判定する
ことができ、しかも、この判定結果を医療機関へと送信するため、医療行為を行う時の判
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断材料として、乗員の状況を用いることができる。
【００２３】
　さらに、本発明における状況判定手段は、変化量が、設定された判定基準値以上である
か否かを判定することで、乗員の体調を乗員の状況として判定する体調判定手段からなる
ように構成されていても良い。
【００２４】
　このように構成された本発明の装置によれば、乗員の体調を判定することができる。そ
して、この判定結果を医療機関へと送信するため、医療行為を行う時の判断材料として、
乗員の体調の判定結果を用いることができ、結果として、医療行為の正確性を向上させる
ことができる。
【００２５】
　そして、医療情報に、乗員毎に設定される基準値が含まれている場合、本発明における
体調判定手段は、基準値設定手段が、医療情報に含まれる基準値を、判定基準値として設
定するように構成されていることが望ましい。
【００２６】
　つまり、本発明の装置では、医療機関で設定された基準値を判定基準値として設定し、
その設定された判定基準値を用いて乗員の体調を判定することになる。
　したがって、このように構成された本発明の装置によれば、医療機関にて設定された基
準値に従って乗員の体調を判定するため、その時点での乗員の身体状況に則した適切な体
調の判定ができる。
【００２７】
　なお、本発明の生体情報生成装置には、体調判定手段での判定結果を乗員に報知する第
一報知手段が備えられていることが望ましい。
　このような本発明の装置によれば、乗員の体調判定の結果を報知するため、乗員に自身
の体調を認識させることができ、移動体を安全に移動させる可能性を向上させることがで
きる。
【００２８】
　一方、本発明における状況判定手段は、変化量が、治療が実行された時に変化すべき生
体情報の変動量（即ち、基準変動量）以上であるか否かを、治療実行判定手段が判定する
ことで、治療が実行されたか否かを、乗員の状況として判定するように構成されていても
良い。
【００２９】
　このように構成された状況判定手段によれば、乗員が実行すべき治療が行われたか否か
を判定することができる。
　そして、本発明の装置によれば、判定結果（即ち、治療が行われたか否か）が情報処理
装置に送信されるため、医療行為を行う時の判断材料として、乗員が治療を行ったか否か
を用いることができ、以後の医療行為に反映させることができる。
【００３０】
　なお、基準変動量は、医療情報に含まれていても良いし、予め治療の内容と対応付けて
生体情報生成装置に保持されていても良い。
　そして、本発明の生体情報取得装置には、治療実行判定手段での判定の結果、治療が実
行されていない場合、治療を実行するように促す旨を乗員に報知する第二報知手段が備え
られていても良い。
【００３１】
　このように構成された本発明の装置によれば、乗員が治療を実行していない場合、治療
を実行するように促すため、より確実に治療を実行させることができ、乗員の健康維持に
つなげることができる。
【００３２】
　なお、本発明の装置において、生体情報蓄積制御手段により、記憶部に記憶される情報
は、生体信号でも良く、この場合、状況判定手段は、異なるタイミングで検出された生体
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信号から、それらの生体信号の変化量を導出することが望ましい。
【００３３】
　また、本発明の生体情報生成装置は、活動推定手段が、乗員の行動状況を表す行動情報
を取得し、その行動情報に基づいて乗員の活動内容を推定し、負担情報生成手段が、活動
推定手段で推定した活動内容が実行された時に乗員に及ぼす負担を表す負担情報を生成す
ると共に、その生成された負担情報を、情報送信手段が、生体情報に加えるように構成さ
れていても良い。
【００３４】
　このように構成された装置によれば、生体情報に負担情報を加えて、医療機関へと送信
することで、医療行為を行う時の判断材料として、乗員が行った活動が乗員に及ぼす負担
を用いることができ、以後の医療行為の正確性を向上させることができる。
【００３５】
　なお、ここで言う行動情報とは、ナビゲーション装置などから取得される現在位置や、
現在位置での施設に関する情報、現在の時刻、乗員のスケジュール等を含むものであり、
ここで言う活動内容とは、乗員が実行した（もしくは実行予定の）運動や、食事、仕事等
を含むものである。
【００３６】
　そして、活動推定手段が取得する行動情報に、乗員が活動内容を行っていた活動時間が
含まれている場合、本発明における負担情報生成手段は、活動時間と、活動内容毎に予め
設定された係数との積を負担情報として生成するように構成されていても良い。つまり、
負担情報は、数値化された情報であっても良い。
【００３７】
　このような負担情報であれば、医療関係者が医療行為を行う際に、乗員への負担を医療
関係者に容易に認識させることができる。
　ただし、係数は、医療行為の一部として行われる問診や、移動体内で当該装置からの質
問に乗員が回答することによって決定されることが望ましい。さらに、係数は、乗員に加
わるストレスを負担情報として導出するためのストレス係数、及び乗員の肉体に加わる負
荷を負担情報として導出するための負荷係数の少なくとも二種類以上であることが望まし
い。
【００３８】
　このような係数を用いることで、乗員に加わるストレスや、乗員の肉体に加わる負荷を
導出することができ、医療関係者が医療行為を行う際に、肉体面と精神面との両方から多
角的に乗員の状態を、医療関係者に把握させることができる。
【００３９】
　なお、本発明における医療情報取得手段は、医療機関との間の無線通信、もしくはデー
タを記憶可能な記憶媒体を介して、医療情報を取得するように構成されていても良い。
【００４０】
　特に、医療情報取得手段が、記憶媒体を介して医療情報を取得するように構成されてい
る場合、その記憶媒体は、診察券等と一体に構成されていることが望ましい。
　なお、以下では、上述した本発明の生体情報生成装置を第一発明装置とも称す。
【００５４】
　また、本発明において、生体情報は、乗員の血圧、脈波、心電、心拍数、血管硬さ、血
糖値、体温のうち、少なくとも一つであることが望ましい。
【００５５】
　さらに、本発明は、移動体に搭載された生体情報生成装置と、医療機関に設置された情
報処理装置とからなり、生体情報もしくは特定情報を管理する生体情報管理システムとし
てなされたものでも良い。
【００５６】
　つまり、生体情報管理システムでは、情報処理装置に設けられた医療行為情報生成手段
が、外部からの入力に従って、情報送信手段により送信された生体情報（もしくは、特定
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情報）に基づく医療行為の結果を医療行為情報として生成し、生体情報生成装置に設けら
れた医療行為情報取得手段が、医療行為情報を取得し、医療行為報知手段が、医療行為情
報を乗員に報知する。
【００５７】
　このようなシステムによれば、生体情報もしくは特定情報に基づく、医療行為の結果を
移動体の乗員に認識させることができる。この結果、より正確な自身の状態を、乗員に認
識させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７１】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
［第一実施形態］
　図１は、本発明が適用された生体情報管理システムの全体構成、及び生体情報管理シス
テムを構成する各装置の概略構成を示したブロック図である。
【００７２】
　なお、生体情報管理システム１は、医療機関にて、医師や歯科医師ら（以下、医療関係
者）の診察や処置を受けた自動車の乗員（即ち、患者）から、その乗員の心身の状態を表
す生体情報を収集すると共に、収集した生体情報を該当する乗員に対する医療行為に用い
るためのものである。
【００７３】
　その生体情報管理システム１は、運転者の体調を判定するために、運転者から生体信号
を計測して生体情報を生成するように、少なくとも一台の車両に搭載された車載装置５と
、車載装置５にて生成した生体情報を収集するように、医療機関に設置された医療機関設
置装置群６０とからなる。
〈生体情報管理システムの構成〉
　そして、医療機関設置装置群６０は、図１に示すように、各種情報を入力するための入
力機器６６と、通信回線を介して車載装置５との間で情報通信を行う通信機器６５と、情
報（即ち、データ）を記憶する記憶機器６１とを備えている。さらに、医療機関設置装置
群６０は、情報を音声にて出力する音声出力機器６２と、情報を映像にて表示する表示機
器６３と、記憶媒体にデータを書き込むためのデータ書込機器６４と、入力機器６６にて
入力された情報や通信機器６５にて受信した情報に従って、当該医療機関設置装置群６０
を構成する各機器（即ち、記憶機器６１、音声出力機器６２、表示機器６３、データ書込
機器６４、通信機器６５）を制御する制御機器７０とを備えている。
【００７４】
　このうち、入力機器６６は、マウスやキーボード等の周知の外部入力装置からなり、各
種情報を制御機器７０に入力するため、制御機器７０に接続されている。
　また、表示機器６３は、液晶ディスプレイ等の周知の表示デバイスからなり、制御機器
７０から出力される信号に従って画像を表示するように制御機器７０に接続されている。
さらに、音声出力機器６２は、制御機器７０からの信号に従って音声を出力するスピーカ
ーからなり、制御機器７０に接続されている。
【００７５】
　そして、記憶機器６１は、ハードディスクドライブやフラッシュＥＥＰＲＯＭ等（即ち
、書き換え可能な不揮発性）の周知の記憶装置からなり、制御機器７０からの指令に従っ
て、各種情報の書込み及び読み出しを実行するように構成されている。
【００７６】
　また、データ書込機器６４は、情報を書き換え可能なＩＣタグやフラッシュＥＥＰＲＯ
Ｍ等（即ち、書き換え可能な記憶媒体、以下、医療情報記憶媒体と称す）に、制御機器７
０からの指令に従って、各種情報の書込みを実行するように構成されている。なお、医療
情報記憶媒体は、医療機関設置装置群６０が設置された医療機関の診察券（即ち、カード
状の媒体）に埋め込まれていることが望ましい。
【００７７】
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　さらに、通信機器６５は、制御機器７０からの指令に従って、一般通信回線を介して、
車載装置５との間で双方向の情報通信を実行するように構成されている。
　次に、制御機器７０は、電源を切断しても記憶内容を保持する必要のあるデータやプロ
グラムを格納するＲＯＭ７１と、処理途中で一時的に生じたデータを格納するＲＡＭ７２
と、ＲＯＭ７１やＲＡＭ７２に記憶された処理プログラムを実行するＣＰＵ７３と、これ
らを接続するバスとを少なくとも備えた周知のマイクロコンピュータを中心に構成された
ものである。
【００７８】
　そして、ＲＯＭ７１には、通信機器６５を介して車載装置５から取得した生体情報を記
憶機器６１に記憶し、車載装置５から取得もしくは記憶機器６１に記憶した生体情報を、
表示機器６３や音声出力機器６２から出力する情報出力処理をＣＰＵ７３が実行するため
の処理プログラムが格納されている。
【００７９】
　さらに、ＲＯＭ７１には、入力機器６６を介して入力される情報を受け付け、その受け
付けた情報に基づいて、医療機関設置装置群６０が設置された医療機関での運転者に対す
る医療行為に関する情報（以下、医療情報と称す）を生成すると共に、その生成した医療
情報をデータ書込装置を介して医療情報記憶媒体に書き込む、もしくは通信機器６５を介
して車載装置５に出力する医療情報生成処理をＣＰＵ７３が実行するための処理プログラ
ムが格納されている。
【００８０】
　なお、本実施形態における医療情報には、医療関係者が患者を診察した結果である診察
結果や、その診察に従って実行される診断の結果（以下、診断結果）、その診断に従って
なされる処置に関する情報（以下、処置情報と称す）、次回の受診予約日時（即ち、この
医療機関で次回診察などを受ける日時）を少なくとも含むものである。
【００８１】
　そして、診断結果には、診断をした患者の傷病名、患者の体調がどの程度悪化している
のかを示す情報（例えば、患者が正常な状態である時と診断時との比率）、車載装置５に
て運転者の体調を判定するために用いられる体調判定閾値、点滴を投与したことを示す情
報、運転者が実行したリハビリ等が含まれている。
【００８２】
　さらに、処置情報には、運転者が医療機関以外の場所で実行する必要のある治療の内容
（即ち、治療内容）、その治療を実行すべき時刻（即ち、治療予定時刻）、その治療を運
転者が実行することで変化すべき生体情報の変動量（以下、設定閾値とする）が含まれて
いる。なお、ここでいう治療としては、薬の服用が考えられ、この場合、治療内容として
は、患者が服用すべき薬の名称（以下、薬名）、治療予定時刻としては、薬の服用予定時
刻が有り、さらに、その薬を服用することで表出する可能性のある副作用についての情報
（以下、副作用情報）が少なくとも含まれている。
【００８３】
　ただし、副作用情報とは、例えば、服用することで、覚醒度が低下する可能性があるこ
と（もしくは、覚醒度の低下度合い）を示す情報や、貧血を引き起こす可能性があること
（もしくは、貧血を引き起こす度合い）を示す情報等である。
【００８４】
　つまり、医療機関設置装置群６０では、車載装置５にて生成された生体情報を通信機器
６５を介して収集し、記憶機器６１に記憶して、それらの収集した生体情報を表示機器６
３や音声出力機器６２を介して医療関係者らに報知する。これと共に、医療関係者が、入
力機器６６を介して入力した情報に従って、車載装置５が搭載された車両の運転者（即ち
、患者）に対する医療情報を生成する。
【００８５】
　換言すれば、医療機関設置装置群６０は、車載装置５が搭載された車両の運転者（即ち
、患者）を医療機関にて診察した時や、車載装置５にて生成された生体情報を収集し、そ
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れらの収集した生体情報を医療機関内に報知した時に、医療情報を生成可能な情報処理装
置として構成されたものである。
〈車載装置の構成〉
　次に、車載装置の構成について説明する。
【００８６】
　車載装置５は、運転者の生体信号を計測する計測装置２０と、通信回線を介して、医療
機関設置装置群６０とデータ通信するための通信装置１８と、データを記憶する記憶装置
１６と、時刻を計時する計時装置（図示せず）と、医療情報記憶媒体に書き込まれた医療
情報を読取るデータ読取装置１７とを備えている。さらに、車載装置５は、運転者の行動
状況を表す行動情報を生成すると共に、目的地までの走行予定経路をナビゲートするナビ
ゲーション装置３０と、車載装置５を構成する各装置（計測装置２０、通信装置１８、ブ
レーキ制御装置１９、記憶装置１６、データ読取装置１７、ナビゲーション装置３０）を
制御する制御装置１０とを備えている。
【００８７】
　このうち、計測装置２０は、運転者の心電信号を計測する心電センサ２１と、運転者の
脈波信号を計測する脈波センサ２２と、運転者の皮膚温を計測する皮膚温センサ２３と、
運転者の血糖値を計測する血糖値センサ２４と、少なくとも運転者の顔面を含む領域を被
写体とした画像を撮影する撮影装置２５とを備えている。
【００８８】
　心電センサ２１は、図２，３に示すように、自車両のステアリングＳにおいて、右手で
把持される部位，及び左手で把持される部位にそれぞれ埋め込まれた各一対の電極ＤＲ１
，ＤＲ２，ＤＬ１，ＤＬ２を検出電極として、心電信号を計測するように構成されている
。
【００８９】
　また、脈波センサ２２は、図２，３に示すように、ステアリングＳにおいて、掌が接触
する部位に内蔵され、血管の容積変化を光学的に検出する周知の光学式容積脈波計からな
り、脈波信号を計測するように構成されている。
【００９０】
　さらに、皮膚温センサ２３は、ステアリングＳにおいて、掌が接触する部位に固定され
た熱電対やサーミスタ等の周知の温度センサーからなり、ステアリングＳを把持した運転
者の皮膚温（即ち、体温）を計測するように構成されている。
【００９１】
　そして、血糖値センサ２４は、運転者の手に対し多波長の光を照射し、その反射スペク
トルを分析することで血糖値を計測する周知の光学式血糖値センサーであり、運転者の血
糖値を計測するように構成されている。
【００９２】
　そして、撮影装置２５は、運転者の顔面を含む領域を被写体とするように運転席にレン
ズを向けてダッシュボード上やルームミラー内に配置され、カラー画像を撮影可能に構成
されたものである。以下では、撮影装置２５で撮影されたカラー画像を顔面画像と称す。
【００９３】
　つまり、計測装置２０は、生体信号として、心電信号、脈波信号、皮膚温、血糖値、顔
面画像等を計測して、その計測結果（即ち、サンプリング値や顔面画像）を制御装置１０
に出力するようにされている。
【００９４】
　次に、記憶装置１６は、書き換え可能な不揮発性の記憶装置（例えば、ハードディスク
ドライブやフラッシュＥＰＲＯＭ等）であり、制御装置１０からの指令に従って、各種デ
ータの書込み及び読み出しを実行するように構成されている。
【００９５】
　また、通信装置１８は、通信回線を介して、医療機関設置装置群６０から医療情報等を
受信し、その受信した情報を制御装置１０に出力すると共に、制御装置１０からの指令に
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従って、制御装置１０で生成した情報を医療機関設置装置群６０へと送信するように構成
されている。
【００９６】
　そして、データ読取装置１７は、医療情報記憶媒体に書き込まれた情報（例えば、医療
情報）を読取り、その読取った情報を制御装置１０に出力するように構成されている。
〈ナビゲーション装置の構成〉
　次に、ナビゲーション装置について説明する。
【００９７】
　ナビゲーション装置３０は、自車両の現在位置を検出する位置検出部３１と、ユーザー
からの各種指示を入力するための操作スイッチ部３２と、情報を表示する表示部３３と、
各種のガイド音声等を出力するための音声出力部３５と、地図データ等の各種データを格
納する記憶部３４と、位置検出部３１、及び操作スイッチ部３２等の入力に従って、記憶
部３４、表示部３３、及び音声出力部３５等のナビゲーション装置３０を構成する各部を
制御する制御部３６とを備えている。
【００９８】
　なお、位置検出部３１は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）用の人工衛星からの電波を図示しないＧＰＳアンテナを介して受信して、その受信
信号を出力するＧＰＳ受信機や、自車両に加えられる回転運動の大きさを検出するジャイ
ロセンサ、地磁気から進行方位を検出するための地磁気センサ等を少なくとも備えている
。
【００９９】
　また、表示部３３は、制御部３６からの信号に基づく映像を表示するカラー表示装置（
例えば、液晶ディスプレイ，有機ＥＬディスプレイ，ＣＲＴ）として構成されており、音
声出力部３５は、制御部３６からの信号に基づく音声を出力するスピーカとして構成され
ている。
【０１００】
　そして、操作スイッチ部３２は、表示部３３の表示面と一体に構成されたタッチパネル
、及び表示部の周囲に設けられたキースイッチ等から構成されている。
　さらに、記憶部３４は、書き換え可能な不揮発性の記憶装置（例えば、ハードディスク
ドライブや、フラッシュメモリ等）として構成されたものであり、地図データ（ノードデ
ータ、リンクデータ、コストデータ、道路データ、地形データ、マークデータ、交差点デ
ータ、施設データ等）、案内用の音声データ、音声認識データ等が予め記憶されている。
ただし、施設データとは、該当する施設がどのような施設であるのか（例えば、現在位置
や目的地として設定された施設が、スポーツジム等の運動施設であるのか、レストラン等
の飲食施設であるのか）を示す情報が含まれるものである。
【０１０１】
　なお、制御部３６は、制御装置１０からの指令に従って、位置検出部（即ち、ＧＰＳ受
信機、及び各センサ）３１の出力信号から、自車両の現在位置、進行方向の方位等を、予
め規定された規定時間間隔（例えば、１秒間隔）で算出すると共に、目的地までの走行予
定経路を報知するナビゲート処理を実行するように構成されている。このほか、制御部３
６は、制御装置１０からの指令に従って行動情報を生成し、その生成した行動情報を制御
装置１０に出力するように構成されている。
【０１０２】
　ただし、行動情報は、自車両が予め規定された時間（例えば、１５分）以上継続して駐
車された場合には、自車両の現在位置や、現在位置に存在する施設データ、その現在位置
に駐車していた時間（以下、活動時間とする）を含むものであり、自車両が走行している
場合には、自車両の現在位置や、走行を継続している時間を含むものである。
【０１０３】
　つまり、ナビゲーション装置３０は、制御装置１０からの指令に従って、行動情報を制
御装置１０に出力すると共に、制御装置１０からの制御指令に基づいて、表示部３３や音
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声出力部３５等を制御するように構成されている。
〈制御装置の構成〉
　次に、制御装置について説明する。
【０１０４】
　制御装置１０は、電源を切断しても記憶内容を保持する必要のあるデータやプログラム
を格納するＲＯＭ１１と、処理途中で一時的に生じたデータを格納するＲＡＭ１２と、Ｒ
ＯＭ１１やＲＡＭ１２に記憶された処理プログラムを実行するＣＰＵ１３と、これらを接
続するバスとを少なくとも備えた周知のマイクロコンピュータを中心に構成されたもので
ある。
【０１０５】
　このうち、ＲＯＭ１１には、医療情報に基づいて、運転者から生体信号を検出する検出
タイミングを設定し、その検出タイミングで検出した生体信号それぞれに従って生体情報
を生成し、その生成した生体情報を医療機関設置装置群６０に送信すると共に、その生体
情報と、医療情報に基づく体調判定閾値とを比較することで、運転者の体調を判定する生
体情報生成処理をＣＰＵ１３が実行するための処理プログラムが格納されている。
【０１０６】
　なお、ＲＯＭ１１には、生体信号を計測する計測タイミングの初期値や、生体情報取得
処理にて、運転者の状態を判定するために用いられる体調判定閾値の初期値が格納されて
いる。ただし、体調判定閾値は、生体情報毎に設定されるものである。
【０１０７】
　つまり、制御装置１０は、医療情報に基づく検出タイミングで検出した生体信号に従っ
て生体情報を生成し、その生成した生体情報を医療機関設置装置群６０に送信すると共に
、その生体情報と、医療情報に基づく体調判定閾値とを比較することで、運転者の体調を
判定するように構成されている。
〈生体情報生成処理〉
　次に、ＣＰＵ１３が実行する生体情報生成処理の処理手順について説明する。
【０１０８】
　ここで、図４は、第一実施形態における生体情報生成処理の処理手順を示したフローチ
ャートである。
　この生体情報生成処理は、自車両の内燃機関が始動（本実施形態では、イグニッション
信号が入力）されると、予め規定された起動タイミング毎に起動されるものである。
【０１０９】
　そして、生体情報生成処理は、起動されると、図４に示すように、まず、Ｓ１１０では
、ナビゲーション装置３０から行動情報を取得したか否かを判定し、判定の結果、取得し
ていなければ、行動情報を取得するまで待機し、行動情報を取得すると、Ｓ１２０へと進
む。
【０１１０】
　そして、Ｓ１２０では、医療情報が取得済みであるか否か、即ち、前回以前に本生体情
報生成処理が実行された時に、医療情報が取得されたか否かを判定し、判定の結果、医療
情報を取得済みでなければ、Ｓ１３０へと進む。
【０１１１】
　そのＳ１３０では、医療情報を取得するまで待機し、医療情報を取得すると、その医療
情報をＲＡＭ１２もしくは記憶装置１６に記憶して、Ｓ１４０へと進む。
　具体的に、本実施形態では、診察券に埋設された医療情報記憶媒体がＩＣタグであれば
、データ読取装置の通信範囲内に医療情報記憶媒体が存在する場合に、医療情報を取得し
、医療情報記憶媒体がフラッシュＥＥＰＲＯＭであれば、データ読取装置１７に医療情報
記憶媒体が装着された場合に、医療情報を取得する。
【０１１２】
　そのＳ１４０では、医療情報に含まれている治療予定時刻に基づいて、生体信号を計測
する計測タイミング（計測タイミング）を設定する。
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　具体的に、本実施形態では、計測間隔を予め規定された規定間隔（即ち、初期値）とし
、治療予定時刻の前後の一定時間内での計測間隔を、規定間隔よりも短い間隔として、計
測タイミングを設定する。さらに、医療情報中に、受診予約日時が含まれていれば、受診
予約日時が近づくほど、計測間隔を短くするように、即ち、受診予約日時が近づくほど、
計測回数が増加するように計測タイミングを設定する。ただし、計測間隔は、起動タイミ
ングの間隔よりも長い間隔に設定されている。
【０１１３】
　続く、Ｓ１５０では、体調判定閾値をＲＯＭ１１に格納された初期値から、医療情報に
含まれる体調判定閾値へと変更して、Ｓ１６０へと進む。
　そのＳ１６０では、計時装置から現時刻を取得し、その取得した現時刻が、Ｓ１４０で
設定された計測タイミングであるか否かを判定し、判定の結果、計測タイミングでなけれ
ば、計測タイミングとなるまで待機し、計測タイミングとなると、Ｓ１７０へと進む。
【０１１４】
　そして、Ｓ１７０では、計測対象として予め設定された全種類の生体信号を計測して、
Ｓ１８０へと進む。なお、具体的に、本実施形態では、心電信号、脈波信号、皮膚温（即
ち、体温）の少なくとも三つを、生体信号として計測する。
【０１１５】
　そのＳ１８０では、全種類の生体信号が計測されたか否かを判定し、判定の結果、全種
類の生体信号が計測されていなければ、Ｓ１７０へと戻り、全種類の生体信号が計測され
るまで、生体信号の計測を繰り返し、全生体信号の計測がされると、Ｓ１９０へと進む。
なお、本実施形態において、心電信号や脈波信号が計測されない場合としては、例えば、
運転者がステアリングＳから片手を離して、自車両のシフトレバーを操作している場合等
が考えられる。
【０１１６】
　さらに、Ｓ１９０では、Ｓ１７０で計測された生体信号それぞれ、及びＳ１７０で計測
された心電信号、脈波信号の両方を周知の方法で解析することで生成した血圧、心拍数を
生体情報として生成し、Ｓ２００へと進む。そのＳ２００では、Ｓ１９０での生体情報の
生成時の時刻と対応付けて、記憶装置１６に記憶して、Ｓ２１０へと進む。
【０１１７】
　そして、Ｓ２１０では、今回起動された生体情報生成処理にて生成された生体情報それ
ぞれと、前回起動された生体情報生成処理にて生成された生体情報それぞれとの差分を、
生体情報変化量として算出する。
【０１１８】
　続く、Ｓ２２０では、Ｓ２１０で算出された生体情報変化量それぞれと、Ｓ１５０で設
定された体調判定閾値それぞれとを比較することで、運転者の体調を判定し、判定の結果
、運転者の体調が悪ければ、Ｓ２３０へと進む。
【０１１９】
　なお、本実施形態では、具体的に、一つの生体情報変化量と体調判定閾値との差分が予
め規定された規定値以上である場合や、予め規定された規定数以上の生体情報変化量が、
体調判定閾値よりも体調が悪いと判断される側である場合に、運転者の体調が悪いものと
判断するようにされている。また、例えば、図７（Ａ）に示すように、生体情報の中で、
心拍数を用いて運転者の体調を判定する場合には、心拍数が体調判定閾値以上となった時
点で、体調が悪いものと判断するようにされていても良い。
【０１２０】
　そして、Ｓ２３０では、運転者の体調が悪い旨を示す緊急情報を、通信装置１８を介し
て医療機関設置装置群６０へと送信して、Ｓ２４０へと進む。
　一方、Ｓ２２０での判定の結果、運転者の体調が悪くない（ここでは、体調が良い、も
しくは、通常と同様（即ち、正常）であることを含む）ものと判定されると、Ｓ２３０を
実行することなく、Ｓ２４０へと進む。
【０１２１】
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　そして、Ｓ２４０では、Ｓ２２０での判定結果を、表示部３３に表示して、さらに、音
声出力部３５から音声にて出力するように、ナビゲーション装置３０に対して、指令を出
力する。これにより、表示部３３及び音声出力部３５を介して、体調判定の結果が自車両
内に報知される。
【０１２２】
　続くＳ２５０では、ナビゲーション装置３０から取得された行動情報に基づいて、運転
者への負担を表す行動負担度を算出する。例えば、本実施形態では、ナビゲーション装置
３０から取得される行動情報が、自車両が走行していることを表している場合には、走行
を継続している期間と、自車両の運転での肉体への負担を表す負担係数、及び自車両の運
転でのストレスを表すストレス係数それぞれとの積を行動負担度として導出する。
【０１２３】
　なお、負担係数、及びストレス係数は、医療関係者が医療行為の一つとして運転者に対
して行った問診によって、活動内容毎に予め設定され、記憶装置１６に記憶されたもので
ある。例えば、ストレス係数であれば、活動内容が、会社での仕事、ジムでの運動、自車
両の運転の順に、負担係数であれば、活動内容が、ジムでの運動、自車両の運転、会社で
の仕事の順に小さくなるように設定されている。
【０１２４】
　そして、Ｓ２６０では、Ｓ２５０で導出した行動負担度を表示部３３に表示し、さらに
、音声出力部３５から音声にて出力するように、ナビゲーション装置３０に対して、指令
を出力する。これにより、表示部３３及び音声出力部３５を介して、行動負担度が自車両
内に報知される。
【０１２５】
　続く、Ｓ２７０では、Ｓ２１０で算出した生体情報変化量と、医療情報に含まれる設定
閾値とを比較することで、医療情報中の治療内容が実行されたか否かを判定（以下、治療
実行判定と称す）し、判定の結果、治療内容が実行されていなければ、Ｓ２８０へと進む
。
【０１２６】
　例えば、治療内容として降圧剤の服用が設定されており、治療予定時刻として降圧剤の
服用予定時刻が設定されている場合には、図７（Ｂ）に示すように、服薬予定時刻が経過
してから、予め規定された規定回数にわたって生成した生体情報（即ち、血圧）が、上昇
し続ければ（即ち、生体情報変化量が設定閾値よりも規定値以上低下していなければ）、
降圧剤が服用されていない（即ち、治療内容が実行されていない）ものと判定しても良い
。
【０１２７】
　そして、Ｓ２８０では、治療内容を実行するように促す旨を示す治療案内を自車両内に
報知して、Ｓ２９０へと進む。即ち、治療案内や治療予定時刻を、表示部３３に表示し、
さらに、音声出力部３５から音声にて出力するように、ナビゲーション装置３０の制御部
３６に対して指令を出力する。
【０１２８】
　一方、Ｓ２７０での治療実行判定の結果、医療情報中の治療内容が実行されていればＳ
２８０を実行すること無く、Ｓ２９０へと進む。
　そのＳ２９０では、今サイクルのＳ１９０で生成された生体情報それぞれと、Ｓ２２０
での運転者の体調判定の判定結果（以下、体調判定結果と称す）と、Ｓ２５０で算出され
た行動負担度と、Ｓ２７０での治療内容を実行したか否かの判定結果（以下、治療判定結
果と称す）とを送信情報として設定して、Ｓ３００へと進む。
【０１２９】
　そして、Ｓ３００では、Ｓ２９０で設定した送信情報を、通信装置１８を介して医療機
関設置装置群６０へと送信する。
　その後、本生体情報生成処理を終了し、次の起動タイミングまで待機する。
【０１３０】
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　なお、Ｓ１２０での判定の結果、前回のサイクル以前に、医療情報が取得済みである場
合には、Ｓ３１０へと進み、そのＳ３１０では、医療機関設置装置群６０から出力された
アドバイス情報を取得したか否かを判定する。
【０１３１】
　なお、ここで言うアドバイス情報とは、車載装置５からの送信情報に基づいて、医療関
係者が運転者に対して行う警告や忠告等であり、医療機関設置装置群６０にて、医療情報
の一つとして生成され、通信機器６５を介して送信される情報である。
【０１３２】
　そして、Ｓ３１０での判定の結果、アドバイス情報を取得していれば、Ｓ３２０へと進
み、そのＳ３２０では、アドバイス情報を自車両内に報知する。即ち、アドバイス情報を
表示部３３に表示し、さらに、音声出力部３５から音声にて出力するように、ナビゲーシ
ョン装置３０の制御部３６に対して指令を出力する。
【０１３３】
　その後、Ｓ１６０へと進む。
　一方、Ｓ３１０での判定の結果、アドバイス情報を取得していなければ、Ｓ３２０を実
行することなく、Ｓ１６０へと進む。
【０１３４】
　つまり、本実施形態の生体情報生成処理では、運転者毎に医療機関にて生成される医療
情報に基づく計測タイミングを設定し、その計測タイミングで計測された生体信号に従っ
て生体情報を生成すると共に、その生成した生体情報に基づいて、運転者の体調や、運転
者が治療内容を実行したか否かを判定する。そして、運転者の行動に基づいて行動負担度
を算出し、さらに、生体情報と、体調判定の結果と、治療実行判定の結果と、行動負担度
とを送信情報として、医療機関設置装置群６０に送信する。
［第一実施形態の効果］
　以上、説明したように、本実施形態の車載装置５によれば、運転者毎に生成される医療
情報に基づく計測タイミングを設定するので、医療関係者が望む生体情報を乗員一人一人
の状況に応じて生成することができる。そして、本実施形態の車載装置５によれば、生成
した生体情報を医療機関設置装置群６０に送信するため、医療関係者が望む生体情報を医
療機関設置装置群６０に収集させることができ、その収集された生体情報を医療行為に反
映させることで、医療行為（例えば、診察等）の正確性を向上させることができる。
【０１３５】
　特に、本実施形態の生体情報生成処理によれば、医療情報中の治療予定時刻に基づく計
測タイミングを設定するため、医療機関設置装置群６０に収集された生体情報を医療関係
者が分析することで、治療内容の効果を検証することができ、以降の医療行為に反映する
ことができる。つまり、医療関係者は、降圧剤等の服用した薬の効果や、医療機関で投与
された点滴の効果などを確認することができる。
【０１３６】
　また、本実施形態の生体情報生成処理では、生体情報変化量それぞれと、医療情報中の
体調判定閾値それぞれとを比較することで、運転者の体調を判定する。このため、本実施
形態の生体情報生成処理によれば、運転者が医療機関にて診断を受けた直後である場合に
は、その時点での乗員の身体状況に則した適切な体調の判定ができる。
【０１３７】
　さらに、本実施形態の生体情報生成処理によれば、体調判定の結果を自車両内に報知す
るため、車両の乗員に運転者の体調を認識させることができ、より安全な車両の運転を行
わせることができる。
【０１３８】
　また、本実施形態の生体情報生成処理では、生体情報変化量と、医療情報に含まれる設
定閾値とを比較することで、治療実行判定を行い、運転者が治療内容を実行していない場
合、治療内容を実行するように促す旨を自車両内に報知する。このため、本実施形態の生
体情報生成処理によれば、運転者に治療内容をより確実に実行させることができ、運転者
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の健康維持につなげることができる。
【０１３９】
　さらに、本実施形態の生体情報生成処理によれば、運転者の行動情報に基づく行動負担
度を導出して、その行動負担度を自車両内に報知するため、行動負担度を乗員に認識させ
ることができ、運転者が過剰に活動することを抑制できる。
【０１４０】
　ところで、本実施形態の生体情報生成処理によれば、生体情報に加えて、体調判定の結
果と、治療実行判定の結果と、行動負担度とを医療機関設置装置群６０に送信するため、
医療行為を行う時の判断材料として、体調判定の結果、治療実行判定の結果、行動負担度
を用いることができる。つまり、本実施形態の生体情報生成処理によれば、医療行為を行
う時の判断材料を増加することができ、医療行為の正確性をより向上させることができる
。
【０１４１】
　また、本実施形態の生体情報生成処理によれば、受診予定日時が近づくほど、より多く
の生体情報を生成するため、医療関係者の判断材料を増やすことができる。
　特に、本実施形態の生体情報生成処理によれば、行動負担度を数値化して導出するため
、医療関係者に容易に認識させることができる。さらに、本実施形態の生体情報生成処理
によれば、負担係数及びストレス係数それぞれを用いて、行動負担度を算出するため、乗
員に加わるストレスや、乗員の肉体に加わる負荷を導出することができ、医療関係者が医
療行為を行う際に、肉体面と精神面との両方から運転者の状態を、医療関係者に把握させ
ることができる。
【０１４２】
　さらに、本実施形態の生体情報管理システム１では、医療機関設置装置群６０に収集さ
れた生体情報等に基づく医療行為の結果（即ち、アドバイス情報）を、車載装置５が取得
して自車両内に報知する。このため、本実施形態の生体情報管理システム１によれば、自
車両の乗員に、現時点でのより正確な運転者の状態を認識させることができ、この結果、
より安全な車両の運転を行わせることができる。
【０１４３】
　なお、本実施形態の生体情報生成処理におけるＳ１９０が、本発明（ここでは、第一発
明を示すものとする）の生体情報生成手段に相当し、Ｓ３００が情報送信手段に相当し、
Ｓ１３０が医療情報取得手段に相当し、Ｓ１４０が生成条件設定手段に相当する。さらに
、Ｓ２２０が体調判定手段に相当し、Ｓ１５０が基準値設定手段に相当し、Ｓ２４０が第
一報知手段に相当し、Ｓ２７０が治療実行判定手段に相当し、Ｓ２８０が第二報知手段に
相当する。そして、Ｓ２５０が負担情報生成手段に相当し、Ｓ３１０が医療行為情報生成
手段に相当し、Ｓ３２０が医療行為報知手段に相当する。
［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態について説明する。
【０１４４】
　本実施形態の生体情報管理システムと、第一実施形態の生体情報管理システム１とでは
、制御装置１０のＲＯＭ１１に格納された処理プログラム、及びＣＰＵ１３が実行する処
理が異なるのみである。このため、第一実施形態と同様な構成には、同一符号を付して説
明を省略し、第一実施形態とは異なる処理を中心に説明する。
【０１４５】
　本実施形態の制御装置１０は、ＲＯＭ１１と、ＲＡＭ１２と、ＣＰＵ１３と、これらを
接続するバスとを少なくとも備えた周知のマイクロコンピュータを中心に構成されたもの
である。
【０１４６】
　このうち、ＲＯＭ１１には、ナビゲーション装置３０から取得した行動情報に基づいて
、運転者の活動内容を推定し、その活動内容の前後に運転者から生体信号を検出して生体
情報を生成すると共に、その活動内容での運転者への負担（以下、活動負担度とする）を
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導出して、それらの生体情報及び活動負担度を医療機関設置装置群６０へと送信する生体
情報生成処理をＣＰＵ１３が実行するための処理プログラムが格納されている。
〈生体情報生成処理〉
　次に、ＣＰＵ１３が実行する生体情報生成処理の処理手順について説明する。
【０１４７】
　ここで、図５は、第二実施形態における生体情報生成処理の処理手順を示したフローチ
ャートである。
　この生体情報生成処理は、自車両の内燃機関が始動（本実施形態では、イグニッション
信号が入力）されると起動されるものである。
【０１４８】
　そして、生体情報生成処理は、起動されると、図５に示すように、まず、Ｓ４１０にて
、後述する第一タイミングにて生体情報を取得済みであるか否かを判定し、判定の結果、
第一タイミングにて生体情報を取得していなければ、Ｓ４２０へと進む。
【０１４９】
　そのＳ４２０では、ナビゲーション装置３０から行動情報を取得したか否かを判定し、
判定の結果、取得していなければ、行動情報を取得するまで待機し、行動情報を取得する
と、Ｓ４３０へと進む。
【０１５０】
　続くＳ４３０では、Ｓ４２０で取得した行動情報に基づいて、運転者が実行予定である
活動内容を推定する。具体的に、本実施形態では、行動情報に含まれている目的地の施設
データがジム等の運動施設であれば、活動内容として運動を、目的地の施設データがレス
トラン等の飲食施設であれば、活動内容として食事を実行予定と推定する。
【０１５１】
　そして、Ｓ４４０では、Ｓ４３０で推定された活動内容の前の予め規定された規定時間
を第一タイミングとし、活動内容を実行してから後の予め規定された規定時間を第二タイ
ミングとして設定する。具体的に、本実施形態では、目的地に到着する規定時間前（例え
ば、飲食施設に到着する１０分前）を第一タイミングとし、目的地を出発してから規定時
間後（例えば、飲食施設を出発した１０分後）を第二タイミングとする。
【０１５２】
　続く、Ｓ４５０では、計時装置から現時刻を取得し、その取得した現時刻が、Ｓ４４０
で設定された第一タイミングであるか否かを判定し、判定の結果、第一タイミングでなけ
れば、第一タイミングとなるまで待機し、第一タイミングとなると、Ｓ４６０へと進む。
【０１５３】
　そして、Ｓ４６０では、計測対象として予め設定された全種類の生体信号を計測して、
Ｓ４７０へと進む。なお、具体的に、本実施形態では、心電信号、脈波信号、血糖値の少
なくとも三つを、生体信号として計測する。
【０１５４】
　そのＳ４７０では、全種類の生体信号が計測されたか否かを判定し、判定の結果、全種
類の生体信号が計測されていなければ、Ｓ４６０へと戻り、全種類の生体信号が計測され
るまで、生体信号の計測を繰り返し、全生体信号の計測がされると、Ｓ４８０へと進む。
なお、本実施形態において、生体信号が計測されない場合としては、例えば、運転者がス
テアリングＳから片手を離して、自車両のシフトレバーを操作していることが考えられる
。
【０１５５】
　さらに、Ｓ４８０では、Ｓ４５０で計測された生体信号それぞれ、及びＳ４５０で計測
された心電信号、脈波信号の両方を周知の方法で解析することで生成した血圧、心拍数等
を生体情報として、それらの生体情報を取得した時刻と対応付けて（以下、第一生体情報
とする）記憶装置１６に記憶し、Ｓ４９０へと進む。
【０１５６】
　そして、Ｓ４９０では、計時装置から現時刻を取得し、その取得した現時刻が、Ｓ４４
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０で設定された第二タイミングであるか否かを判定する。
　ただし、活動内容が、運動施設での運動や、飲食施設での食事である場合には、Ｓ４８
０で生体情報を記憶装置１６に記憶してから第二タイミングとなる前に、自車両が駐車さ
れる（即ち、自車両の内燃機関が停止される）ことになり、本生体情報生成処理を終了す
る。そして、活動内容が終了し、再度、イグニッション信号が入力されて、本生体情報生
成処理が起動されると、Ｓ４１０にて、第一タイミングにて生体情報を取得済みであるも
のと判定して、Ｓ４９０から本生体情報生成処理を再開する。
【０１５７】
　そのＳ４９０での判定の結果、第二タイミングでなければ、第二タイミングとなるまで
待機し、第二タイミングとなると、Ｓ５００へと進む。
　そして、Ｓ５００では、計測対象として予め設定された全種類の生体信号を計測して、
Ｓ５１０へと進み、そのＳ５１０では、全種類の生体信号が計測されたか否かを判定する
。そして、判定の結果、全種類の生体信号が計測されていなければ、Ｓ５００へと戻り、
全種類の生体信号が計測されるまで、生体信号の計測を繰り返し、全生体信号の計測がさ
れると、Ｓ５２０へと進む。
【０１５８】
　そのＳ５２０では、Ｓ５００で計測された生体信号それぞれ、及びＳ５００で計測され
た心電信号、脈波信号の両方を周知の方法で解析することで生成した血圧、心拍数等を、
第二生体情報として生成する。
【０１５９】
　続く、Ｓ５３０では、Ｓ５２０で生成された第二生体情報それぞれと、記憶装置１６に
記憶された第一生体情報それぞれとの差分を、生体情報変化量として算出する。
　そして、Ｓ５４０では、Ｓ５３０で算出した生体情報変化量と、Ｓ４２０で推定した活
動内容とを対応付けた情報（本発明の特定情報の一例、以下、活動負担度と称す）を生成
して、Ｓ５５０へと進む。具体的に、本実施形態における活動負担度は、生体情報変化量
そのものを、その生体情報変化量を算出した時の活動内容そのものと、一対一の対応関係
にて関連付けただけのものである。つまり、例えば、活動内容が食事で有り、生体情報が
血糖値であれば、活動負担度は、「血糖値の変化量：ＸＸ（ここでいうＸＸは、変化量の
数値）　活動内容：食事」のようなものとなる。
【０１６０】
　そのＳ５５０では、Ｓ５４０で生成した活動負担度を自車両内に報知する。即ち、活動
負担度を表示部３３に表示して、音声出力部３５から出力するように、ナビゲーション装
置３０の制御部３６に対して指令を出力する。
【０１６１】
　続く、Ｓ５６０では、生体情報変化量そのものと、活動負担度とを送信情報として設定
して、Ｓ５７０へと進み、そのＳ５７０では、Ｓ５６０で設定した送信情報を、通信装置
１８を介して医療機関設置装置群６０へと送信する。
【０１６２】
　そして、その後、本生体情報生成処理を終了する。
　つまり、本実施形態の生体情報生成処理では、運転者毎に推定される活動内容に基づく
複数回の計測タイミングを設定し、それらの計測タイミングで計測された生体信号に従っ
て生体情報を生成すると共に、それらの生体情報から生体情報変化量を導出する。そして
、生体情報変化量と、活動内容とを対応付けた活動負担度を生成して、活動負担度と、生
体情報変化量とを送信情報として、医療機関設置装置群６０に送信する。
［第二実施形態の効果］
　以上、説明したように、本実施形態の車載装置５によれば、医療機関設置装置群６０に
活動負担度を送信することで、医療機関設置装置群６０に活動負担度を収集させることが
でき、その収集された活動負担度を医療行為に反映させることで、医療行為（例えば、診
察等）の正確性を向上させることができる。
【０１６３】
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　例えば、飲食施設での食事が活動内容として推定され、さらに、運転者の血糖値を生体
情報として導出する場合を想定する。
　このような場合、本実施形態の車載装置５では、食事の前後に血糖値を取得して、その
血糖値の変化量を、食事をした旨を示す情報と共に、医療機関に送信する。したがって、
医療関係者は、血糖値が変化した理由や、その変化量が適切な範囲内であるのか否かを認
識できる。
【０１６４】
　ところで、本実施形態の生体情報生成処理によれば、活動負担度を自車両内に報知する
ため、生体情報変化量を乗員に認識させることができ、運転者が過剰に活動することを抑
制できる。
【０１６５】
［第三実施形態］
　次に、本発明の第三実施形態について説明する。
【０１６６】
　本実施形態の生体情報管理システムと、第一実施形態の生体情報管理システム１とでは
、車載装置５の一部の構成と、制御装置１０のＲＯＭ１１に格納された処理プログラム、
及びＣＰＵ１３が実行する処理が異なるのみである。このため、第一実施形態と同様の構
成には、同一符号を付して説明を省略し、第一実施形態とは異なる処理を中心に説明する
。
〈車載装置の構成〉
　ここで、図８は、本実施形態における生体情報管理システム１、及び生体情報管理シス
テム１を構成する医療機関設置装置群６０、車載装置５の概略構成を示すブロック図であ
る。
【０１６７】
　車載装置５は、計測装置２０と、通信装置１８と、記憶装置１６と、計時装置（図示せ
ず）と、データ読取装置１７と、自車両に搭載されたブレーキ機構を制御するブレーキ制
御装置１９と、制御装置１０とを備えている。
【０１６８】
　このうち、ブレーキ制御装置１９は、制御装置１０からの指令に従って、自車両の制動
力を増加させるようにブレーキ機構を制御するものである。
　また、制御装置１０は、ＲＯＭ１１と、ＲＡＭ１２と、ＣＰＵ１３と、これらを接続す
るバスとを少なくとも備えた周知のマイクロコンピュータを中心に構成されたものである
。
【０１６９】
　そして、ＲＯＭ１１には、運転者から検出した生体信号に従って生成した生体情報、及
び医療情報に基づいて、運転者が治療を行ったか否かや、運転者の覚醒状態を判定すると
共に、それらの判定結果に従って、走行時の危険性が低下するように自車両を制御する車
両制御処理をＣＰＵ１３が実行するための処理プログラムが格納されている。
【０１７０】
　なお、ＲＯＭ１１には、生体信号を計測する計測タイミングの初期値（本実施形態では
３０秒間隔とする）や、車両制御処理にて、運転者の覚醒状態を判定するために用いられ
、実験等により予め規定された眠気判定閾値が格納されている。
〈車両制御処理〉
　次に、ＣＰＵ１３が実行する車両制御処理について説明する。
【０１７１】
　ここで、図６は、車両制御処理の処理手順を示したフローチャートである。
　この車両制御処理は、自車両の内燃機関が始動（本実施形態では、イグニッション信号
が入力）されると、規定間隔毎に起動されるものである。
【０１７２】
　そして、車両制御処理が起動されると、図６に示すように、まず、Ｓ６１０では、医療
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情報が取得済みであるか否か、即ち、前回以前に本車両制御処理が実行された時に、医療
情報が取得されたか否かを判定し、判定の結果、医療情報を取得済みでなければ、Ｓ６２
０へと進む。
【０１７３】
　そのＳ６２０では、医療情報を取得するまで待機し、医療情報を取得すると、その医療
情報をＲＡＭ１２もしくは記憶装置１６に記憶して、Ｓ６３０へと進む。
　そのＳ６３０では、計時装置から現時刻を取得し、その取得した現時刻が、ＲＯＭ１１
に格納された計測タイミングであるか否かを判定し、判定の結果、計測タイミングでなけ
れば、計測タイミングとなるまで待機し、計測タイミングとなると、Ｓ６４０へと進む。
【０１７４】
　そして、Ｓ６４０では、計測対象として予め設定された全種類の生体信号を計測して、
Ｓ６５０へと進む。なお、具体的に、本実施形態では、心電信号、脈波信号、皮膚温（即
ち、体温）、顔面画像の少なくとも四つを、生体信号として計測する。
【０１７５】
　そのＳ６５０では、全種類の生体信号が計測されたか否かを判定し、判定の結果、全種
類の生体信号が計測されていなければ、Ｓ６４０へと戻り、全種類の生体信号が計測され
るまで、生体信号の計測を繰り返し、全生体信号の計測がされると、Ｓ６６０へと進む。
なお、本実施形態において、心電信号や脈波信号が計測されない場合としては、例えば、
運転者がステアリングＳから片手を離して、自車両のシフトレバーを操作している場合等
が考えられる。
【０１７６】
　さらに、Ｓ６６０では、Ｓ６４０で計測された生体信号それぞれ、及びＳ６４０で計測
された心電信号、脈波信号の両方を周知の方法で解析することで生成した血圧、心拍数を
生体情報として生成する。そして、Ｓ６７０では、Ｓ６６０で生成した生体情報を、Ｓ６
６０での生体情報の生成時刻と対応付けて、記憶装置１６に記憶して、Ｓ６８０へと進む
。
【０１７７】
　そのＳ６８０では、今回起動された車両制御処理にて生成された生体情報それぞれと、
前回以前に起動された車両制御処理にて生成され、記憶装置１６に記憶された生体情報そ
れぞれとの差分を、生体情報変化量として算出する。
【０１７８】
　続く、Ｓ６９０では、医療情報に含まれる設定閾値の中で、自車両の運転に影響を及ぼ
す可能性のある治療に対する設定閾値（以下、治療判定閾値と称す）と、Ｓ６８０で算出
した生体情報変化量とを比較することで、医療情報中の治療内容が実行されたか否かを判
定し、判定の結果、医療情報中の治療内容が実行されたものと判定された場合、Ｓ７００
へと進む。
【０１７９】
　例えば、治療内容として解熱剤の服用が設定されており、副作用情報として、覚醒度が
低下する可能性があること（もしくは、覚醒度の低下度合い）を示す情報が含まれている
場合を想定する。そして、予め規定された規定回数にわたって生成した生体情報（即ち、
体温）が、治療判定閾値よりも小さくなれば、解熱剤が服用されたものと判定しても良い
。ただし、解熱剤の服用によって達成されるべき運転者の体温を治療判定閾値とすること
が望ましい。
【０１８０】
　そして、Ｓ７００では、後述する覚醒状態判定において、覚醒度が低下した状態として
推定されるように、眠気判定閾値を初期値から変更する。これは、Ｓ６９０での判定の結
果、医療情報に含まれる治療内容を運転者が実行（例えば、覚醒度が低下する可能性のあ
る薬を服用）したことから、乗員は、車両の運転中に覚醒度が低下する可能性があり、薬
を服用していない状態での運転時に比べて、より安全に車両を運転することが求められる
ためである。
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【０１８１】
　続く、Ｓ７１０では、予め規定された第一規定速度（例えば、３０ｋｍ／ｈ）まで自車
両の速度を低下させるように、ブレーキ制御装置１９に指令を出力する第一車両制御を実
行して、Ｓ７２０へと進む。この第一車両制御により、治療内容を運転者が実行（例えば
、覚醒度が低下する可能性のある薬を服用）した場合には、車速が第一規定速度まで低下
されることになる。
【０１８２】
　一方、Ｓ６９０での判定の結果、医療情報中の治療内容が実行されていないものと判定
された場合には、Ｓ７００及びＳ７１０を実行することなく、Ｓ７２０へと進む。
　そのＳ７２０では、現時点よりも過去の予め設定された設定時間分での顔面画像を解析
して、運転者の覚醒度を算出する。具体的に、本実施形態では、周知の画像解析手法によ
り、上まぶたと下まぶたとの開度が大きいほど覚醒度が高いものとして算出する。
【０１８３】
　続く、Ｓ７３０では、Ｓ７２０で算出した覚醒度が、Ｓ７３０へと進んだ時点で設定さ
れている眠気判定閾値以下であるか否かを判定し、判定の結果、覚醒度が眠気判定閾値以
下であれば、運転者が眠気を感じているものとして、Ｓ７４０へと進む。なお、Ｓ７３０
で用いられる眠気判定閾値は、Ｓ７００を経由してＳ７３０へと進んだ場合（即ち、自車
両の運転に影響を及ぼす可能性のある治療が実行された場合）には、覚醒度が低下した状
態として推定されるように変更されたものである。また、Ｓ７００を経由することなくＳ
７３０へと進んだ場合（即ち、自車両の運転に影響を及ぼす可能性のある治療が実行され
ていない場合）には、初期値である。
【０１８４】
　そして、Ｓ７４０では、第一規定速度よりも低い速度として予め設定された第二規定速
度（例えば、１０ｋｍ／ｈ）まで自車両の速度を低下させるように、ブレーキ制御装置１
９に指令を出力する第二車両制御を実行する。この第二車両制御により、運転者が眠気を
感じている場合には、第二規定速度まで車速が低下されることになる。
【０１８５】
　そして、その後、本車両制御処理を終了する。
　一方、Ｓ７３０での判定の結果、覚醒度が眠気判定閾値よりも大きければ、運転者が眠
気を感じていないものとして、Ｓ７２０を実行することなく本車両制御処理を終了する。
【０１８６】
　つまり、本実施形態の車両制御処理では、運転者から計測した生体信号に従って生体情
報を生成して、その生成した生体情報に基づいて、医療機関にて運転者毎に生成される医
療情報中の治療内容が実行されたか否かを判定し、判定の結果、治療内容が実行されてい
れば、自車両の車速が低下するようにブレーキ機構を制御する。そして、治療内容が実行
されていれば、覚醒状態判定で覚醒度が低下した状態として判定されるように眠気判定閾
値を変更し、その変更した眠気判定閾値よりも運転者の覚醒度が低ければ、さらに、自車
両の車速が低下するようにブレーキ機構を制御する。
［第三実施形態の効果］
　以上、説明したように、本実施形態の車載装置５によれば、運転者が治療内容を実行し
たか否かや、運転者の覚醒状態など、運転者の状況に応じた車両の制御を実行することが
できる。
【０１８７】
　例えば、運転者が、副作用として覚醒度が低下する可能性が高い薬（以下、大副作用薬
と称す）を、車両を運転する直前や運転中に服用した場合を想定する。
　このような場合、本実施形態の車両制御処理では、生体情報変化量に基づいて大副作用
薬が服用されたものと判定すると、車両の速度が低下するように車両を制御する。このた
め、本実施形態の車載装置５によれば、運転者が大副作用薬を服用した場合には、通常（
即ち、薬を服用していない場合）の運転時に比べて、走行時の危険性が低下するように車
両を制御することができる。
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【０１８８】
　さらに、本実施形態の車両制御処理では、生体情報変化量に基づいて大副作用薬が服用
されたものと判定されると、覚醒状態判定で覚醒度が低下した状態として判定されるよう
に眠気判定閾値を変更する。このため、本実施形態の車両制御処理によれば、運転者が大
副作用薬を服用した場合には、走行時の危険をより確実に低下させることができる。
【０１８９】
［その他の実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において様々な態様にて実施することが可能で
ある。
【０１９０】
　例えば、上記第一実施形態の生体情報生成処理におけるＳ１４０では、服用予定時刻（
即ち、治療予定時刻）の前後の一定時間での計測間隔を、規定間隔よりも短い間隔として
、計測タイミングを設定したが、計測タイミングの設定は、これに限るものではなく、服
用予定時刻の前の予め規定された複数の規定時間のみでも良いし、服用予定時刻から複数
の規定時間が経過した時点でも良い。
【０１９１】
　また、上記第一実施形態の生体情報生成処理におけるＳ２８０では、運転者が治療内容
を実行していなければ、直ちに、治療案内を報知していたが、治療案内の報知は、規定回
数以上繰り返し、生体情報変化量が設定閾値以上である場合に実行するようにしても良い
。
【０１９２】
　このようにすれば、計測誤差などによって、一回だけ誤って、生体情報変化量が設定閾
値以上となり、治療案内が報知されることで、運転者らが煩わしさを感じる可能性を低減
できる。
【０１９３】
　なお、上記第一実施形態の生体情報生成処理で実行された全てのステップが実行される
必要はなく、例えば、Ｓ２５０及びＳ２６０は省略されていても良いし、Ｓ２７０及びＳ
２８０が省略されていても良い。さらに、Ｓ３１０及びＳ３２０は省略されていても良い
。
【０１９４】
　ところで、上記第二実施形態の生体情報生成処理におけるＳ５６０では、生体情報変化
量そのものと、活動負担度とを、送信情報として設定したが、Ｓ５６０で設定される送信
情報は、これに限るものではなく、例えば、第一生体情報及び第二生体情報そのものと、
活動内容とであっても良い。つまり、活動内容が食事であり、生体情報として血糖値を生
成している場合、食事前の血糖値である第一生体情報と、食事後の血糖値である第二生体
情報と、活動内容が食事である旨を示す情報とを送信情報として生成しても良い。
【０１９５】
　また、上記第二実施形態における生体情報生成処理では、生体情報変化量そのものと、
活動内容そのものとを一対一の対応関係にて関連付けただけのものを活動負担度として生
成したが、生体情報生成処理にて生成される活動負担度は、これに限るものではなく、活
動内容によって、生体情報が生体情報変化量分だけ変化したことを識別可能な態様にて、
新たに生成した情報であっても良い。この場合、例えば、活動内容が食事であり、生体情
報が血糖値であれば、活動負担度は、「今回の食事により、血糖値がＸＸ増加しました」
というような情報となる。
【０１９６】
　上記第二実施形態の生体情報生成処理におけるＳ５４０では、生体情報変化量と、活動
内容とを対応付けることで、活動負担度を生成していたが、活動負担度の生成方法は、こ
れに限るものではなく、ナビゲーション装置３０の操作スイッチ部３２を介して入力され
た情報を、生体情報変化量と活動内容とに追加しても良い。つまり、例えば、活動内容が
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食事である場合に、どのような食事をしたのかを操作スイッチ部３２を介して運転者らに
入力させ、活動内容が食事である旨と、その食事の内容（例えば、摂取したエネルギー量
）と、生体情報変化量としての血糖値の変化量とを対応付けた情報を活動負担度として生
成しても良い。
【０１９７】
　さらに、上記第二実施形態の生体情報生成処理においても、第一実施形態の生体情報生
成処理と同様に、車載装置５からの送信情報に基づいて、医療関係者が運転者に対して行
う警告や忠告（即ち、アドバイス情報）を取得して、その取得したアドバイス情報を自車
両内に報知するようにしても良い。
【０１９８】
　なお、上記第二実施形態における生体情報生成処理では、自車両の現在位置や、現在位
置に存在する施設データ、活動時間を行動情報として、ナビゲーション装置３０から取得
していたが、行動情報は、ナビゲーション装置３０から取得するものに限らない。
【０１９９】
　例えば、車載装置とは別体に設けられ、運転者が活動を予定している施設に設置された
周知の情報処理装置や通信機器から行動情報を取得しても良い。この場合、取得される行
動情報は、情報処理装置等が設置された施設で運転者がどのような活動を行っていたのか
を示す情報（例えば、運動施設であれば、どのような運動を行い、消費エネルギはどの程
度なのか、飲食施設であれば、どのような食事をし、摂取エネルギはどの程度なのか）で
あることが望ましい。
【０２００】
　また、ナビゲーション装置３０に備えられた周知のスケジューリング機能や、運転者が
所持しているスケジューラ等から、運転者のスケジュールを行動情報として取得しても良
い。このような場合、活動内容の推定精度を向上させることができる。
【０２０１】
　さらには、上記実施形態における血糖値センサ２４は、反射スペクトルを分析すること
で血糖値を計測する周知のものであったが、血糖値センサ２４は、これに限るものではな
く、例えば、運転者から血液を採取する針状の挿管部と、挿管部にて採取した血液を解析
することで、血糖値を計測する解析部とを備えた周知のセンサーであっても良い。
【０２０２】
　また、上記第三実施形態の車両制御処理では、Ｓ７１０にて第一規定車速まで車速を低
下させ、Ｓ７４０にて第二規定車速へと車速を低下させるように制御していたが、車両の
制御は、これに限るものではなく、例えば、Ｓ６９０、Ｓ７３０共に肯定判定である時に
のみ、車速を低下させるように制御しても良い。
【０２０３】
　ところで、例えば、運転者が医療機関にて点滴を受けたような場合、運転者は、点滴を
受ける必要があるほど体調が悪いと言える。このような場合、運転者は、体調が正常な（
即ち、良い）時に比べて、車両を走行させるために必要な判断能力等が低下している可能
性が高く、通常の運転時に比べて、より安全に車両を運転することが求められる。
【０２０４】
　このため、上記第三実施形態の車両制御処理では、医療情報を取得すると、その医療情
報の診断結果の中に、自車両の運転に影響を及ぼす可能性が高い処置（即ち、医療機関で
の点滴の投与や、正常な体調の時に比べて著しく体調が悪いと医療機関にて診察されたこ
と等）がなされたことを示すものが含まれていれば、直ちに、車速を低下させるように制
御しても良い。
【０２０５】
　また、上記第三実施形態の車両制御処理におけるＳ７３０では、運転者の状態として、
覚醒状態を判定したが、Ｓ７３０で判定される運転者の状態は、覚醒状態に限るものでは
なく、運転者の体調や注意力であっても良い。
【０２０６】
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　なお、上記第三実施形態の車両制御処理では、自車両の走行時の危険性を低下させるた
めの制御として、車両の速度を低下させていたが、車両走行時の危険性を低下させるため
の制御は、これに限るものではなく、例えば、治療が実行された時や覚醒度が低下した場
合には、治療が実行されていない場合や覚醒度が高い時に比べて、車間距離を広げるよう
に制御しても良い。ただし、このように車両制御を行う場合、周知のクルーズコントロー
ルシステムが自車両に搭載されており、制御装置１０は、クルーズコントロールシステム
に対して、車間距離を広げるように指令を出力する必要がある。
【０２０７】
　ところで、上記実施形態（ここでは、第一、第二、第三の全て）の生体情報生成処理、
もしくは車両制御処理では、計測タイミングで生体信号を計測し、その計測した生体信号
から生体情報を生成していたが、生体情報の生成に利用する生体信号は、これに限るもの
ではない。例えば、一定間隔（例えば、一分間隔）で計測され、記憶装置１６等に記憶さ
れた生体信号の中から、計測タイミングで計測された生体信号を抽出して、その抽出した
生体信号から生体情報を生成しても良いし、計測タイミング間で計測された生体信号の平
均から生体情報を生成しても良い。
【０２０８】
　さらに、上述した生体情報生成処理や、車両制御処理にて生成された生体情報は、心電
信号、脈波信号、体温、心拍数、血圧、顔面画像等であったが、生成される生体情報は、
これに限るものではなく、例えば、脈波信号、及び心電信号を解析することで導出される
脈波伝播時間等の血管硬さを表す指標や、自律神経の活動状態を表す自律神経活動指標、
運転者の発汗状態、眼球運動、呼吸等を生体情報として生成するようにしても良い。
【０２０９】
　なお、上記実施形態（ここでは、第一、第二、第三の全て）の生体情報生成処理、もし
くは車両制御処理では、ナビゲーション装置３０に指令を出力して、ナビゲーション装置
３０の表示部３３や音声出力部３５を制御することで、各種報知を実行していたが、報知
を行うための表示装置や音声出力装置は、ナビゲーション装置３０を構成するものに限ら
ず、車載装置５専用に備えられていても良い。
【図面の簡単な説明】
【０２１０】
【図１】生体情報管理システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】車両内における計測装置の配置を示す説明図である。
【図３】ステアリングに設置された計測装置を示す説明図である。
【図４】第一実施形態における生体情報生成処理の処理手順を示したフローチャートであ
る。
【図５】第二実施形態における生体情報生成処理の処理手順を示したフローチャートであ
る。
【図６】第三実施形態における車両制御処理の処理手順を示したフローチャートである。
【図７】第一、及び第二実施形態における判定結果を模式的に例示した説明図である。
【図８】第三実施形態における生体情報管理システムの概略構成を示したブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０２１１】
１…生体情報管理システム　５…車載装置　１０…制御装置　１１…ＲＯＭ　１２…ＲＡ
Ｍ　１３…ＣＰＵ　１６…記憶装置　１７…データ読取装置　　１８…通信装置　１９…
ブレーキ制御装置　２０…計測装置　２１…心電センサ　２２…脈波センサ　２３…皮膚
温センサ　２４…血糖値センサ　２５…撮影装置　３０…ナビゲーション装置　３１…位
置検出部　３２…操作スイッチ部　３３…表示部　３４…記憶部　３５…音声出力部　３
６…制御部　６０…医療機関設置装置群　６１…記憶機器　６２…音声出力機器　６３…
表示機器　６４…データ書込機器　６５…通信機器　６６…入力機器　７０…制御機器　
７１…ＲＯＭ　７２…ＲＡＭ　７３…ＣＰＵ
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算出的生物信息变化量，判断驾驶员的身体状况（S220）以及是否执行
治疗内容（S270），并且判断生物信息，身体状况判断结果和治疗执行
判断结果。作为传输信息，将安装在医疗机构中的设备组60发送到传输
信息（S300）。 Ž


